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令和６年度 第２回新居浜市空家等対策協議会 会議録 

 

１ 日 時  令和６年１１月２６日（火） １３時３０分～１４時００分 

 

２ 場 所  新居浜市消防防災合同庁舎５階 会議室１ 

 

３ 出席者   会  長    １人 

委 員  １０人 

事務局   ４人 

 

 

 

４  議 事   （１）空き家対策事業について 

ア 老朽危険空家除却事業について 

イ 相続財産清算人選任申立てについて 

ウ 管理不全空家等への対応について 

（２）空家等の状況について（令和５年住宅・土地統計調査） 

（３）新居浜市空家等対策計画の改訂について 

（４）その他 
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５ 内 容 

 

１ 開会 

事務局 お待たせいたしました。 

定刻がまいりましたので、ただいまから、令和６年度第２回新

居浜市空家等対策協議会を開催いたします。 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中ご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。 

本日、高橋正明委員におかれましては欠席のご連絡をいただい

ております。 

本日の司会進行を務めさせていただきます、建築指導課の野藤

でございます。よろしくお願いいたします。 

なお、協議会の終了予定時刻は１４時３０分となっております

ので、よろしくお願いいたします。 

事務局 ここで、本日の傍聴申し出についてですが、１件ございました。 

許可してよろしいでしょうか。 

会長（市長） 許可いたします。 

事務局 それでは、会次第に従いまして進行いたします。 

 

２ 会長あいさつ 

事務局 開会にあたりまして、当協議会会長の新居浜市長 古川 拓哉が

ご挨拶を申し上げます。 

会長（市長） 【あいさつ】 

事務局 ありがとうございました。 

 

３ 議事 

事務局 これより議事に移ります。 

協議会設置要綱第４条により会長が議長になると規定されてお

りますので、これより先の議事進行は、会長である古川市長にお願

いいたします。 

会長（市長） それでは、これより私が議事を進めてまいります。よろしくお願

いいたします。 

会長（市長） それではこれより、私が議事を進めて参ります。 

よろしくお願いいたします。 

議事 1、「空き家対策事業について」でございます。事務局から説

明をお願いします。 

事務局（説明） 老朽危険空家除却補助事業について、令和６年度の申請受付状

況等の説明。 

今年度も昨年度と同様に、１件当たり上限補助条件が８０万円
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で、１０件の募集を行いました。期間内に１０件の申請を受付け

ましたが、補助上限に満たないものが数件あり、追加の募集によ

り現在１１件の交付決定を行っています。 

本日現在で除却が完了したものは５件で、その他６件工事中、

現在除却に着工しているものもあり、今年度内にそれぞれ除却が

完了します。 

 

相続財産清算人選任申立て及び完結までの流れについて説明。 

相続人が不存在となった空家等について、家庭裁判所に相続財

産清算人選任の申立てを行うことによって被相続人の財産を処分

する手続きを行っています。 

今年度は２件の清算人選任事案を申立てしており、現在進行中

です。清算人選任審判を経て、公告において相続人不存在の確定

後、清算人による空家等の処分、予納金の返還により事案が終了

します。 

いずれの事案も５月末までには完結する見込みとなっていま

す。 

 

管理不全空家等への対応について説明。 

判断基準は、国交省による管理指針、管理不全空家等の参考基準

をもとに認定することとしています。判定基準については、空家等

対策計画に盛り込む予定で、市独自の判定基準を現在作成中です。 

改善がなされてない過去の相談事案を管理不全空家等の候補と

し、できるだけ対象を絞り、効率的に対応するため、勧告までの

過程として、指導前に文書を発送することにより、所有者等に適

正な空家等の管理を依頼することといたしました。 

これにより１０月に催告文書を発送した結果、５件のうち４件

が対応を行うなどの報告がありました。 

所有者等による自主的な対応を促し、状況を見ながら、指導書

を発付する予定とし、管理不全空家等に対する措置を進めていく

予定としています。 

会長（市長） 議事１に関しまして、何かご意見等ございませんでしょうか。 

特に無いようですので、次の議事に移ります。 

会長（市長） 続きまして、議事２「空家等の状況について」でございます。

事務局から説明をお願いします。 

事務局（説明） 総務省統計局よる令和５年住宅土地統計調査結果が公表されま

した。 

全国の２０２３年における空き家総数は９００万戸、前回調査

と比べて５１万戸の増加で過去最高となっています。空き家総数
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の推移は、１９９３年から２０２３年の３０年間で約２倍となっ

ています。 

都道府県別の空き家率は和歌山県、徳島県が２１．１％と最も

高く、次いで山梨県が２０．５％など、西日本で高い傾向にあり

ます。 

県内自治体ごとの空き家の状況です。愛媛県内の空き家総数は 

１４５，６００ 戸で、前回に比べ １５，８００ 戸増加し、空き

家率は１９．８％、前回に比べ １．６ ポイント上昇しており、

過去最高となっています。 

本市の空き家総数は、前回の調査と比較して４５７０戸の増

加、空き家率は５．５ポイント上昇の２２．５％となっていま

す。 

その要因は、住宅・土地統計調査における「空き家」の定義が

空家法のそれと異なりますが、老朽化した「共同住宅・長屋住

宅・その他」の空き家が増加したと考えられます。 

会長（市長） 議事２に関しまして、ご質問等ございませんでしょうか。 

特に無いようですので、次の議事に移ります。 

会長（市長） 続きまして、議事３「新居浜市空家等対策計画の改訂について」

でございます。事務局から説明をお願いします。 

事務局（説明） 対策計画改訂のスケジュールは、協議会の承認、パブリックコ

メントを経て、ホームページ等にて公表したいと考えています。 

概要については、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正

され、特定空家等の除却等のさらなる促進に加え、周辺に悪影響

を及ぼす前の段階から、空家等の有効活用や適切な管理を確保

し、空き家対策に関して総合的に強化されたことにより、本市に

おいても、調査結果やこれまでの市の取組み状況等を整理すると

ともに、法改正を踏まえ、空き家対策を一層促進するために、本

計画を改正することといたしました。 

計画期間は令和７年度から令和１１年度までといたしますが、

市内の空家等の状況や各種施策の実施による効果、社会情勢の変

化等により、必要に応じて見直しを図るものとします。 

主な見直し内容は、住宅土地統計調査結果の反映と法改正に伴

う対策の追加と見直しです。 

会長（市長） 議事３に関しまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

特に無いようですので、議事３を終了いたします。 

次の議事に移ります。 

会長（市長） 議事４その他でございます。 

この際、空家等に関する事項について、何かご意見、ご質問等は

ございませんか。 
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T 委員 先ほどの説明であったとおり、人口減少とか、空き家がどんど

ん増えていると思います。本市においても、同じ状況であろうか

と思います。 

人口減少等により世帯数等が、今後さらに減少するという状況

の中で、マンション分譲地を作られており、空き家は今後増える

と思います。 

ただ、昨今の状況で、建築費の高騰というのは、問題になって

いて、東京あたりはマンション価格が高騰して新築だと１億円を

超える状況で、本市においても分譲地で４０００万円を超えるよ

うな案件も結構出てきておるような中、中古住宅を最近着目され

ているというトピックも聞きます。 

やはり子育て世代の若い人が、なかなか買いづらい状況になっ

てきていて、金利上昇の懸念もあって、資料にも書いてあるよう

に、中古住宅の市場の利活用に関心が高まりつつあることに、私

も非常に同感で、ここ最近の空き家バンクの情報など、登録が増

えつつあるのか、今後の見通し、課題・問題点などあれば、せっ

かくの機会なので、情報交換などさせていただけたらと思いま

す。 

H 委員 空き家バンクは平成２８年から実施している事業で、今年１０

月末現在、登録件数が１１９件です。 

そのうち成約件数が８０件、成約率が約７０％程度、年間１０

件から１５件程度の登録にとどまっています。 

また、登録を促す手段として、固定資産税の納付書を送る際に

同封したチラシに制度の案内を記載しています。 

早めに（空き家が新しいうちに）登録していただくと、成果に

つながりやすいのではと考えています。 

T 委員 ありがとうございました。 

会長（市長） せっかくの機会でございますので、何かご意見等ございません

でしょうか。 

それでは、他にないようでございますので、本日の議事を終了さ

せていただきます。円滑な議事進行にご協力をいただき、ありがと

うございました。進行を事務局にお返しいたします。 

事務局 以上で本日の会は終了させていただきます。 

委員の皆様、熱心なご審議ありがとうございました。 

 

 


